
政 策 決 定 会 議 資 料

令和元年(2019 年)８月２日

箕面市水道事業給水条例及び箕面市下水道条例の改正について

１．主旨

l水道法の改正により、「給水装置工事事業者」の資質の維持・向上を目的に5年の更新制

が導入されたことから、更新手数料を新たに定めるとともに、新規の指定手数料と統一す

るため、箕面市水道事業給水条例を改正する。

l下水道の「指定工事店」の指定・更新においても、水道と統一した手数料にするため、箕面

市下水道条例も併せて改正する。

lまた、下水道の「指定工事店」に必要な責任技術者の登録事務が、「大阪府下水道協会」

に一元化され、本市での登録事務が不要となることから、責任技術者の登録手数料を削除

する。

２．条例改正の主な内容

（１）事業者の指定・更新手数料の統一

l水道法改正により、「給水装置工事事業者」の指定に５年の更新制が導入されたことから、

更新手数料を新たに定め、新規の指定手数料と統一するとともに、同様の事務である下水

道の「指定工事店」の指定・更新手数料も、額を統一する。

lまた、これらの手数料について、水道事業給水条例に減額規定がないことから、下水道条

例と同様の減額規定を設ける。

※指定・更新手数料は、国が示している標準額１０，０００円に統一。近隣市も同様の対応を予定。

（２）下水道指定工事店の責任技術者登録手数料の削除

l責任技術者の登録事務は、これまで府内各市町村で行っていたが、「大阪府下水道協会」

に事務が一元化され、本市での登録事務が不要となることから、責任技術者の登録手数料

（新規・更新とも３，０００円）を削除する。

現行条例 改正条例

指定手数料 更新手数料 指定手数料 更新手数料

給水装置工事事業者（水道） １４，０００円 ー １０，０００円 １０，０００円

指定工事店（下水道） １０，０００円 ５，０００円 １０，０００円 １０，０００円

（大阪府下水道協会）

（大阪府下水道協会へ一元化）

現

在

改

正

後

責任技術者資格審査

A試験の実施

B更新講習の実施

責任技術者登録

C試験、講習受付と更新講習案内の通知

D登録、登録更新

責任技術者資格審査 責任技術者登録

A試験の実施 C試験、講習受付と更新講習案内の通知

B更新講習の実施 D登録、登録更新

（箕面市他 各市町村）



政 策 決 定 会 議 資 料

令和元年(2019 年)８月２日

３．今後のスケジュール

４．参考資料

令和元年９月 箕面市水道事業給水条例及び箕面市下水道条例改正案を市議

会定例会に提出

令和２年４月 改正条例を施行

資料１－１ 箕面市水道事業給水条例改正文（案）

資料１－２ 箕面市水道事業給水条例新旧対照表

資料２－１ 箕面市下水道条例改正文（案）

資料２－２ 箕面市下水道条例新旧対照表



第

号
議
案

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日
提
出

箕
面
市
長

倉

田

哲

郎

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
平
成
九
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
の
指
定
」
の
下
に
「
及
び
指
定
の
更
新
」

を
加
え
、
同
項
の
表
中

「を「に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３

管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
の
指
定
及
び
指
定
の
更
新
の
手
数
料
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

」」

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
手
数
料

一
件

一
四
、
〇
〇
〇
円

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
の
更
新
の
手
数

料指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
の
手
数
料

一
件

一
件

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

資料１-１



（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
三
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
申
請
に
係
る
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
の
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に

係
る
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
の
指
定
の
更
新
の
手
数
料
を
定
め
る
と
と
も
に
、
指
定
の
手
数
料
の
額
を
改

定
し
、
こ
れ
ら
の
手
数
料
の
減
額
規
定
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

あ
る
。



箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

第
一
条
～
第
二
十
九
条

略

第
一
条
～
第
二
十
九
条

略

(

手
数
料)

(

手
数
料)

第
三
十
条

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
及
び

指
定
の
更
新
、
給
水
装
置
工
事
の
設
計
審
査
及
び
完
了

検
査
並
び
に
公
文
書
記
載
事
項
に
関
す
る
証
明
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

第
三
十
条

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
、
給
水

装
置
工
事
の
設
計
審
査
及
び
完
了
検
査
並
び
に
公
文

書
記
載
事
項
に
関
す
る
証
明
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め

る
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

２

前
項
の
手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
給
水
装
置
工
事
の
設
計
審
査
手
数
料
及
び
完
了
検

査
手
数
料
は
、
給
水
装
置
工
事
の
申
込
み
の
際
に
徴
収

す
る
。

２

略

３

略

３

管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
一
項
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
及

び
指
定
の
更
新
の
手
数
料
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
十
一
条
～
第
四
十
条

略

第
三
十
一
条
～
第
四
十
条

略

種
類

単
位

金
額

指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
指
定
の
手

数
料

一
件

一
〇
、
〇
〇
〇
円

指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
指
定
の
更

新
の
手
数
料

一
件

一
〇
、
○
○
○
円

略

略

略

種
類

単
位

金
額

指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
指
定
手
数

料

一
件

一
四
、
〇
〇
〇
円

略

略

略

　
資料１-２

4375
四角形



第

号
議
案

箕
面
市
下
水
道
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日
提
出

箕
面
市
長

倉

田

哲

郎

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
箕
面
市
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
排
水
設
備
等
の
工
事
に
関
し
規
程
で
定
め
る
技
能
を
有
す
る
者

（
以
下
「
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
が
専
属
す
る
業
者
」
を
「
規
程
で
定
め
る
責
任

技
術
者
が
専
属
す
る
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
工
事
店
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
円

二

指
定
工
事
店
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
円

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
申
請
に
係
る
指
定

工
事
店
の
指
定
の
更
新
の
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
指
定

工
事
店
の
指
定
の
更
新
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

資料２-１



（
提
案
理
由
）

大
阪
府
下
水
道
協
会
に
よ
る
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
登
録
制
度
の
一
元

化
に
伴
い
本
市
で
の
登
録
事
務
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
指
定
工
事
店
の
指
定
の
更
新

の
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。



箕
面
市
下
水
道
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

第
一
条
～
第
七
条

略

第
一
条
～
第
七
条

略

(

排
水
設
備
等
の
工
事
の
実
施)

(

排
水
設
備
等
の
工
事
の
実
施)

第
八
条

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事(

規
程
で
定
め

る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。)
は
、
規
程
で
定
め
る
責
任

技
術
者
が
専
属
す
る
事
業
者
と
し
て
規
程
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
者
が
指
定
し
た
も
の(

以
下
「
指

定
工
事
店
」
と
い
う
。)

で
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
市
が
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
八
条

排
水
設
備
等
の
新
設
等
の
工
事(

規
程
で
定
め

る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。)

は
、
排
水
設
備
等
の
工
事

に
関
し
規
程
で
定
め
る
技
能
を
有
す
る
者(

以
下
「
責

任
技
術
者
」
と
い
う
。)

が
専
属
す
る
業
者
と
し
て
規

程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
者
が
指
定
し
た
も

の(

以
下
「
指
定
工
事
店
」
と
い
う
。)

で
な
け
れ
ば
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
が
行
う
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

略

２

略
(

手
数
料)

(
手
数
料)

第
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
工
事
店
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
件
に
つ
き
一
万
円

二

指
定
工
事
店
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

一
件
に
つ
き
一
万
円

第
九
条

責
任
技
術
者
の
登
録
及
び
指
定
工
事
店
の
指

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
に
定
め
る
手
数

料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

第
十
条
～
第
二
十
五
条

略

第
十
条
～
第
二
十
五
条

略

区
分

単
位

金
額

責
任
技
術
者

の
登
録

新
規

一
件

三
、
〇
〇
〇
円

更
新

三
、
〇
〇
〇
円

指
定
工
事
店

の
指
定

新
規

一
〇
、
〇
〇
〇
円

更
新

五
、
〇
〇
〇
円

資料２-２

4375
四角形


